
１ 計画認定申請（法５条１項～６項）

住棟の
総戸数

（単位：円）
住棟の
総戸数

1戸 13,000 1戸

2～5 23,000 2～5 

6～10 37,000 6～10

11～25 61,000 11～25 

26～50 96,000 26～50 

51～100 146,000 51～100

101～200 248,000 101～200

201～300 314,000 201～300

301～　　 356,000 301～　　

1戸 48,000 1戸

2～5 113,000 2～5 

6～10 180,000 6～10

11～25 355,000 11～25 

26～50 637,000 26～50 

51～100 1,096,000 51～100

101～200 2,028,000 101～200

201～300 2,901,000 201～300

301～　　 3,557,000 301～　　

申請に伴う手数料

円

２ 計画変更認定申請 （法８条）

住棟の総戸数 （単位：円） 住棟の総戸数

1戸 6,000 1戸

2～5 12,000 2～5 

6～10 21,000 6～10

11～25 30,000 11～25 

26～50 56,000 26～50 

51～100 96,000 51～100

101～200 159,000 101～200

201～300 195,000 201～300

301～　　 208,000 301～　　

住棟の
総戸数

③
法６条１項
１号に係る
変更の場合

④ ⑤

1戸 41,000 12,000 

2～5 102,000 22,000 

6～10 164,000 36,000 

11～25 325,000 59,000 

26～50 596,000 95,000 

51～100 1,045,000 145,000 

101～200 1,939,000 247,000 

201～300 2,783,000 312,000 

301～　　 3,409,000 354,000 

住棟の
総戸数

⑥
法６条１項
１号に係る
変更の場合

⑦ ⑧

1戸 62,000 18,000 

2～5 151,000 31,000 

6～10 244,000 53,000 

11～25 482,000 87,000 

26～50 885,000 141,000 

51～100 1,552,000 215,000 

101～200 2,878,000 366,000 

201～300 4,131,000 464,000 

301～　　 5,059,000 526,000 

３ 譲受人決定等による変更認定申請 （法９条） 一律 ： ６,０００円 法６条１項１号　　 ： 長期使用構造等

４ 地位の承継による承認申請 （法１０条） 一律 ： ６,０００円 法６条１項２号　　 ： 住宅の規模

５ 総合設計制度申請（法１８条） 一律 ： １６０,０００円 法６条１項４号　　 ： 災害リスクへの配慮

法６条１項５，６号 ： 維持保全の方法

法６条１項７号      ： 維持保全の方法

円

申請に係る１棟の
審査手数料(新築基準)

申請に係る1棟の
審査手数料（増改築基準）

申請に係る1棟の
審査手数料（既存基準）

（単位：円）
住棟の
総戸数

（単位：円）

19,000 1戸 19,000 

33,000 2～5 33,000 

54,000 6～10 54,000 

89,000 11～25 89,000 

142,000 26～50 142,000 

217,000 51～100 217,000 

367,000 101～200 367,000 

465,000 201～300 465,000 

528,000 301～　　 528,000 

71,000 1戸 71,000 

167,000 2～5 167,000 

267,000 6～10 267,000 

527,000 11～25 527,000 

945,000 26～50 945,000 

1,625,000 51～100 1,625,000 

3,010,000 101～200 3,010,000 

4,305,000 201～300 4,305,000 

5,278,000 301～　　 5,278,000 

申請に係る１棟の
審査手数料(新築基準)

申請に係る1棟の
 審査手数料（増改築基準）　

　　　　申請に係る1棟の
 審査手数料（既存基準）

（単位：円） 住棟の総戸数 （単位：円）

9,000 1戸 9,000 

17,000 2～5 17,000 

31,000 6～10 31,000 

44,000 11～25 44,000 

83,000 26～50 83,000 

143,000 51～100 143,000 

236,000 101～200 236,000 

290,000 201～300 290,000 

309,000 301～　　 309,000 

申請に係る住棟の審査手数料（新築基準） （単位：円）

法６条１項２，４，５，６
号のいずれかに
係る変更の場合

③＋④の
場合

47,000 

112,000 

179,000 

354,000 

635,000 

1,094,000 

2,027,000 

2,900,000 

3,555,000 

申請に係る住棟の審査手数料（増改築・既存基準） （単位：円）

法６条１項２～７号の
いずれかに

係る変更の場合

⑥＋⑦の
場合

71,000 

165,000 

266,000 

525,000 

943,000 

1,624,000 

3,008,000 

4,305,000 

5,276,000 

申請に伴う手数料

評価機関による
確認書等の有無

備　　　考

評価機関による
確認書等の有無

備　　　考

評価機関による
確認書等の有無

１住戸あたりに必要となる
審査手数料

備　考

備　考

評価機関による
確認書又は住宅
性能評価書が

有る場合

同時に建築確認
を申し出る場合
は、棟全体の床
面積に対応する
建築確認申請手
数料を加算する。

評価機関による
確認書又は住宅
性能評価書が

無い場合

同時に建築確認
を申し出る場合
は、棟全体の床
面積に対応する
建築確認申請手
数料を加算する。

評価機関による
変更確認書又は
変更住宅性能評

価書が

有る場合

（基本額）

同時に建築確認
を申し出る場合
は、棟全体の床
面積に対応する
建築確認申請手
数料を加算する。

評価機関による
変更確認書又は
変更住宅性能評

価書が

無い場合

（基本額含む）

　 棟全体の住宅戸数に
　対応した申請手数料を
　申請戸数で除した額
　　（千円未満切捨）

同時に建
築確認を
申し出る場
合は､棟全
体の床面
積に対応
する建築
確認申請
手数料を
加算する。

同時に建
築確認を
申し出る場
合は､棟全
体の床面
積に対応
する建築
確認申請
手数料を
加算する。

①

(①+新築加算額(1号)) (①+新築加算額(2~6号)) (③+④-①)

(②+増築加算額(1号)) (②+増築加算額(2~7号)) (⑥+⑦-②)

※算定内容
③,⑥ = 基本額＋追加額(1号)
④,⑦ = 基本額＋追加額(2~7号)
⑤ = ③＋④－基本額
⑧ = ⑥＋⑦－基本額

※算定例(新築１戸の場合)
③ 6,000+35,000≂41,000
④ 6,000+6,000≂12,000
⑤ 41,000+12,000-6,000≂47,000
※算定例(増築1戸の場合)
⑥ 9,000+53,000≂62,000
⑦ 9,000+9,000≂18,000
⑧ 62,000+18,000-9,000≂71,000

② ②


